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戦後沖縄都市計画の実際史に関する研究

その１：首里大中町「細部街路」計画による

細街路整備の効果と地区計画課題

池田孝之＊

AStudymuHistorica1rhctginOkinawa

TownP1anningaftertheWorldWarⅡ

Partｌ；RoadConstructimbyDetailPlan

onSyuriOnakacho

ThkayukilKEDA

synopgiB

ThisstudypresentsanaccountoftheeHectsonrnadconstructionbySyuri

OnakachodetailplanonOkinawaandconside宙somepmblemsontheapplicatiDn

ofitssystem・

PrincipalresultsofthisstudyaｒＢａｓｆｂＵｏｗｓ：

(1)Theactualresultsofroadconstrucｔｉｏｎｂｙｔｈｅｄｅｔａｉｌｐｌａｎａ｣Duntto55per-

centininitialplan．

(2)However，thedetaiIplanhassomeproblemsonthemethodofplannmgand

itspresentatiOmtotheresidents，

(3)ThesystemdoesnItbavepropermeasureinundertakingtheplan.．

ＴY】ereibr℃，ｉｔｉｓｓｈｏｒｔｏｆｒ巴alizabUityinthercadconstructio､．

(4)nlefuturesubjectsofthesystemarｅａｓｆｂＵｏＷＳ：

ａ）Readjustmentoftheplanningcondition,fbrinstance,thebounda1y
line，

DImprovementinthemethodofpresentationandtracingtheplanｎｉｎｇ
ｌｉｎｅｉｎｔｈｅＨｅｌｄ．

ｃ）EfIectiveuseofthedetailplan．

。）Compensationforthesiteofmad．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Roadconstruction，DetailplamBoundaryline．

受付：1982年１０月３０日

＊琉球大学教鍵部・都市計画学

･本研究は，その要約の一部を日本建築学会学術研究発表会（1982.10）において発表している。
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と較べると，当該地のそれは約２３２ｈｕの範囲にわた

る面的な細街路整備計画である。計画決定された当時

は，戦後１５年のまだ米国政府統治下の特殊状況にあ

ったとはいえ，細街路獲備を都市計画決定によって行

うという，いわば11980年５月の都市計画法及び建

築基蟻法の一部改正によって創設された地区計画制度

における「地区施設」の概念の先駆的な実例というこ

とができる。ここでは，この篇里大中町「細部街路」

計画における細街路形成の効果を実態的に検証するこ

とから,戦後沖縄都市計UIijの歴史的事実の一部を明ら

かにするとともに，法定都市計画による細街路整備の

問題点，当該地区及び類似手法での地区計画運用上の

課題について検討する。

はじめに

特定の実験施設を持たず100年の大計を立てる都

市計画にとって歴史的事実は唯一の実験場であり，そ

の検証から得られる教訓は現在の都市計画問題並びに

今後の都市計画を展開する上で最も重要な役割を果す。

戦後の沖縄における都市計蝋は，外国政府の統治下と

いう特殊状況もあるが，その間の関連法制史及びその

連用の実態については明らかになっているものが少い゜

本研究は，この戦後の沖繩都市計画のうち特に。市街

地整備に係わる事実に焦点を灘てながら．その実態的

検証の穂み重ねを通して』戦後沖細都市計画史の全体

像を明らかにし，かつそれからの教訓を導びき出して

いこうとするものである。

今回対象とする首型大中町では，1960年より中幅

員の道路網を「細部街路」として都市計画決定し整備

を進めている。同時期に都市計画決定された久茂地，

桜坂の両地区における細Eij街路計画が部分的であるの

1．「細部街路」の都市計画決定

那鯛市における「細部街路」は３地区ある。他２地

区も含めて「細部街路」の都市計画決定に至る経緯，

手順等について概略みておくこととするＰ
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民との改善整俄に対する話し合いがもたれ，道路整備

の計iHjiが策定された。

当初は,この道路整備計画の実現に対しては，道路

位樋指定によって誘導整備を進めていたが，その進展

は遅く,また系統的なものとはならないことから，市

としては,当該地区の道路礎伽計画を「細部街BlfIと

して都市計画決定することになったのである。

都市計繭決定は次に述べる首里大中町細部街路と併

せて行っている。従って，その理由説明,期日につい

ては』次項で触れる。

１－１久茂地町内細部街路

那綱市で最初の細部街路が都市計画決定されたのが

久茂地地区である。当該地区は久茂地と松尾の町境に

あって，国際通り川辺の区画綣理区域からは除外され

ていた。

他方，地区内には龍があることから』もともと土地

利用が有効に進まず,また道鋳等の土地基雛が未纏備

であった。このため，地区内の地主より道路鍵備の要

諦が市へ出されていた。

当時，那綱市では，道路稚備が，都市計1Mji上の中心

課題であり，幹線街路に限らず，細街路にあっても必

婆があれば祁市計画として整備していく方針であった。

従って，この久茂地地区での細街路整備の要請が出さ

れると，早速』市では,細部街路の計画を策定し，

1959年４月２３日に行政主席へ「都市計画細部街路決

定について」の申請をしている。同申請における説明

では当該地区での計iltli決定理由として次のように述べ

ている。

この計画街路は区画整理地域と未区画蝋理地

域とを結ぶ街路で各々巾圖六米である。この

街路の周辺地域は地盤が高く,現在のままで

は土地利用価値も低い。

よって街路計画と並行して土地利用を図り，

都市を有織的に発腰させたい。

以上の説WIに計画決定の理由がよく表われているが，

i11.画決定に至る重要な契機は地元住民による要請にあ

ったにも拘らず，文而には見られない。この後の２地

区にも共通する点ではあるが，祁市計画である細部街

路の計画には地区からの要請が実際としてはあっても』

計耐策定の表向きの理由とはならないのである。この

段階での細部街路計画は地区からの発想でなく，あく

まで都市全体からの細部計画として位徹付けられる。

1959年１０月１４日行政主席名により久茂地町内細

INN街路の部市計画決定は認可され，同年10月３０日に

市は決定の縛示をした。

１－３首里大中町内細部街路

いままでの久茂地，壷屋の両地区はいずれも既成市

街地内での細部街路であり，それは道路整備を中心と

する「地区改善」を目的とするものであった.これに

対し,郊外地である首里大中町で細部街路が都市計画

決定されることとなったのは，地区住民による「地区

幣備」の要請が大きい。また，計画決定のベースとな

る土地所有者と土地利用者との一致が，戦後の土地関

係の権利が不明確であった那覇市全体の傾向に対して

当該地では`比較的安定していたということもある:）
地区内にはパス修理場を中心として‘広範囲に土砂

採取場があり，それが，災害発生の問題を持っている

だけでなく，地区の住宅地としての発展を阻害する大

きな要因となっていた。加えて』地区内には全般的に

道路が未整臓な状況にあったことから，地区住民及び

地区内にあった首里支所より早期の道路整備を中心と

する住宅地樋術の要請が出された。

さて，先に述べたごとく，この首里大中町の細部街

路の都市計画決定は，壷屋地区と併せてなされている。

1959年６月市駿会に提出された大中町・壷屋都市計

画細部街路の提案理由を，やや長い引用だが見てみよ

う。

那覇市においては1956年に都市計画幹線街

路は決定されたがその進捗状況は極めて低く

又これ等の幹線街路にかこまれた地域につい

ては道路が少く普及率は－割から三割の程度

であり，そのため道路だけでなくその他公共

施股についてもほとんどなく，都市防災上は

もちろん市民の保健衛生面からも非常に悪化

している現状である。

当該地区の改造戒は土地利用の増進をはかる

１－２壷屋（桜坂）町内細部街路

続いて細部街路の稲7W計ijtli決定は，壷屋（桜坂）と

篇里大中町で同時に行われた。

謙臆地区の場合は，防災上の問題発生がその決定に

蚕る契機となっている。これを契機として市と地区住
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おける市街化が急速に拡大し，その後の整備需要が熱

幹的なもののみに集中し，そのプライオリティが変っ

ていってしまったことである。この期間より細部街路

は祁市計脚としての「規制」のみによって道路空間を

砿保することにその役割が課され,「街路」としての

縦鮒事業の可能性は無くなったといえる。

これらの事業化後退の背鍛には，細部街路の実劃は，

都市計画決定による「規制」だけでも可能であり，道

路空間さえ確保されれば,後に終備の手だては何とで

もなる，という安易な期待がなかったとはいえない。

ことは単に細部街路のみによって解決される

べきではないが細郷街路を指定し‘これを施

工実現することは都市改造計画の一環として

極めて迦嬰な事である。

以上の鞭から特に早急に指定を必典とする当

該地区についても細部街路の決定をなし土地

利用の増進をはかりたい。

ここに，那鰯市における那市計迦細部街路の考え方

の特徴か表われている．すなわち，①全般に道路帷備

が進まず，それを上回る無31.nHiな717街化に対して，幹

線，細部を問わず道路鴨Miが急勝な状況におかれてい

たこと。②細部ilii路の計１ｍは「祁市改造計､,iの一環」

として位11M付けられ,「地区改造｣｢土地利用の増逃」

がその目的にある。③３Ｍ'j決定は「特に早急に指定を

必要とする」地区を優先し、④llhlMjIil綱街路の「施工

実現」に市は積樋的な行政資任をIﾘlらかにしているこ

と，などにその特徴を見ることが出来る。

首里大中町・麺i屋（桜坂）地区の都市計画細部街路

の決定は，1960年７月２２日行政主席名で認可され，

同年８月３日市はこれを告示した。

１－５細部街路都市叶画決定の方法

この細部街路の都市計111i決定の方法については，次

のような手順で行っている。

①まず，地元地区の要請を受けて，必要な地区に対

して市は計画の策定にかかる。

②この場合，地元の要瀦は参考意見とし，市が単独

で計画策定，告示を行う。

③従って，計画案の説明会あるいは現地での表示等

は行っていない。

④計画の策定に際しては’１／600の現地測量図を

作成し‘それにもとづいて，細街路の計画図を策

定している。

⑤細街路の都市計画決定は文面により，公報で告示

している。従って図面での告示はしていない。

⑥市での計画図の閲覧は可能とした。

このように,都市計画決定としては，細部街路の計

画策定及びその告示方法は，かなり一方的な方法で行

われたといえる。

ここにおける問題は，①計画策定の段階で地区住民

（土地建物の権利者等）への説明がなされていないこ

と（計画案への住民意見の反映の欠除），②計画決定

の告示に図面が記載されず，文面のみで行われている

こと（計画案の地元への周知不徹底），③さらに，細

部街路の配鰹計画において，現況図は活用しているも

のの，土地所有との関係（すなわち公図）は考噸され
ていないこと，にある。

これに対し,評価すべき点は，①’／600という詳

細tkiM避図を作成し，それに塾づいた詳細な計画図を

策定したこと，②また，上記のような計画策定及び決
定方法に対して，地区住民の抵抗もなく，受け入れら

れたという，当時の状況があったこと‘であろう。

１－４都市計画細部街路における実現性

都市計画決定された細部街路には当然その都市計画

事業としての実現性が問われる。これについては，次

の２点において，後退したといわざるを得ない。

第一は，当時市は，郁市計画決定は全ての（巾員に

拘らず）街路に対して出来，従って事業化も可能と考

えていたが，結果としては周知のごとく，都市計画街

路は決定出来ても，一般に巾員１２ｍ以上（中には８

ｍ以上の場合もあるが）の幹線的街路のみ補助事業と

しては成立しなかったことである。従って当然のビと

ながら’細部街路を事業として実施するには市単独の
財源が必要となった。

この考え方の背景には，那覇市では‘戦後一時的に，

市条例として個有の都市計画，建築に関する法制を有

していたこと!)また．法にもとづかない事業にあって
も琉球政府より必要に応じて補助金を受け各種事業

（例えば区画整理，街路駆業等)を実施していたという

実績を有していたこともある。この意味においては，

細部街路事業化の可能性は高かったといえるが，次の
状況はこれを全く打消すことになった。

第二の点は，細部街路の都市計画決定後，那鯛市に
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⑦航空写真（モノクロ）（1970）

③′’（カラー）（1978）
２．首里大中町内細部街路における細街路形成の実態

とその効果

それでは，首里大中町を例として，都市計画細部街

路による細街路形成の実態及びその効果について検証

してみよう。ここでは以下の資料をもとに分析した。

①首里大巾町内細剖噛路計画図及び現況図

１／500（1979）

②現況測量図１／600（1960）

③〃１／500（1965）

④首里大中町公図１／1,200（1960）

⑤鰺１／５００（1982）

①航空写真（モノクロ）（1945）

２－１細部街路計画の指定状況

表－１．図－２に示すごとく，首里大中町の細部街

路計画は，巾員４ｍ’６，，９ｍの３種類からない

各々の計画延長距離は，巾員４ｍが８１５ｍ,同６ｍが

1,715ｍ，同９ｍが767ｍと』巾員６ｍが過半(52影）

を占めている:）

これを指定方法別にみれば。全体としては，既存道

路の拡巾が62.1形と最も多く，新設３０８影,変更

７．１影の順となっている。詳しくは，巾員別で，巾員

9ｍの計画街路の全てが拡巾,同６ｍは過半（５６６％）

図－２首腿大中町内細部街路の指定
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形成されることが少<，拡巾で４ｍがかなりがんばっ

て全形成の比率を上げているもののその他は部分形成

にとどまっているという傾向がうかがえよう。

以上の事項から,細部街路では,新設よりも拡巾の

方が形成され易く，しかも小巾凰ほどその率が高いこ

とがわかる。これらの傾向は，計掴街路実現に対する

土地負担が要因として大きく働いていると考えられる。

すなわち，道路用地を部分的に提供する「拡巾」は,

そっくり取り込まれる「新設」よりも土地の負担が少

く，加えて,それは，小巾員になるほど，その値（土

地iHi職）が小さくなるからである。

が拡巾，これに対して，逆に，巾員４ｍは約６割強が

新設と異っている。

指定パターンとしてみれば，南北方向の計画街路は

補助幹線的で拡巾によっており，東西方向の計画街路

は区画街路的で新設によるものが多い。

表－１細部街路計画

（延長距離：、）
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表－２首里大中町細部街路形成状況

（延長距離：、）

1,0165
（30.8）

234.0

(7.1）

２－２細街路形成等の実態と動向

１）道路形成の状況

1960年当時の現況測鑓図１／600と1979年現在の

測量図（現地調査によって1982年３月現在に修正）

１／500を比較分析した結果，表－２，図－３に示す

ごとく，計画通り街路が形成した「全形成」は185＄

と少いが，計画通りの巾員ではないが部分的に形成さ

れた「部分形成」36.6％を含めれば，５５形と過半を

占めることとなり，全体としてはある程度の効果があ

ったということができる。

巾員別にみれば,巾員４ｍの計画街路が最も形成率

が高く，全形成43.3鰯，部分形成30影と計７割強が

何らかの形状で街路となっている。巾員６ｍとなると

全形成１５鰯．部分形成約50影とやや落ち．巾圖９ｍ

となると部分形成が１４＄に過ぎず，残る８６彫は未形

成とかなり形成率が悪い。つまり，小巾員ほど形成率

が高く，大巾鼠のそれは低いといえる。

指定方法では‘「新設」は部分形成が51.6筋と多く，

計画通りにはいきにくいことを示しており，他方「拡

巾」は形成率が高く、中でも巾員４ｍは全んど(92％）

が全形成‘巾圏６ｍは２割強が全形成となっている。

だが，全て拡巾指定である巾員９ｍになると全んど

(86必）が未形成となっている。「変更」の場合は,

巾員６ｍの約２／３が部分形成．巾員４ｍの全てが米

形成といずれも低率である。つまり，新設はそのまま

』［

、
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図一３首里大中町内細部街路の形成状況 稗成曄鋤
的
鍼
形
分
出

畑
全
部
突魎

垣，フェンスによるもの，②直接住宅の壁面が接して

いるもの,③加えて‘舗装がくずれていて境界不明な

もの，尋，いずれも，物的には，建築敷地側の範囲を

示していることは判るものの，道路側から見れば，そ

の境界（真直に通っていない），整備の質（縁石，側

満なし）において不備な点が多い。

このような状況にあって，計画街路が形成された部

分について見ると』部分的に側溝（Ｕ字翻，縁石が

設樋されている。このことは道路形成に際して，その

境界を明､剛上するような側溝，縁石の設腫が計画街路

実現の条件として大きく働いているともいえる。

２）道路整備の状況

地区における道路の整備状況を見ると（図省略）,

全体としては，ほとんどが舗装済となっている。未舗

装は253ｍ（7.5％）．砂利蛾が６４ｍ（1.9形）に過

ぎない。このことは，地区内の道路が細部街路の形成

の有無に拘らず，固定化していることを示している。

しかしながら，道路と敷地との境界部分の整備内容

について見ると状況は少し変ってくる。南北方向の補

助幹線的街路の場合がほとんど側溝が設髄されている

以外は.排水機能不良，境界不明の道路が多い。すな

わち，東西方向，その他の道路は．①ブロック塀，石



戦後沖繩都市計imiの実際史に関するii)f兜：池川116

いて紹介しよう。

（ａ）道路

まず，道路については，計画通り拡巾された道路と

して図－４がある。これには，Ｕ字溝が設樹されてい

る状況がわかる。図－５は，部分的に拡巾された例で

フェンス工事の際にその側だけが拡巾されたものと思

われる。

３）建物の動向

細部街路計画線に対する建物の動向についてみる

(図－３，表－３を参jWOo表－３は1965年作成の１

／500の測愚図と現在（1982.3）とを比較し，その間

の建物の変化を示したものである。

表-３街路計画線と建築

突出建物|後退建物 合計

義ｉｉｉ，iｉｉＩｉｉｉｉ
６７

(54.9）

６１

(709）

８

(61.5）

６１

(64.9）

１２２

(100.0）
]965年以前

２５

(29.1）

５

(３８．５）

３３

(35.1）

８６

(1000）

１３

(100.0）

新築

増築

９４

(100.0）

１９３

(100.0）

３１５

(1000）

改築

:壁iL:１－篭
計画街路線に突出している建物の割合は，計画決定

直後の（1965年）45.1％から，現在（1982年）の

３２．６影へと鱗り．特に，新築建物の７割強は計剛線

より後退して建っている。この意味においては，建物

の後退は進んでおり，それによる街路空間の確保が形

成されつつあると見ることが出来る。

だが，全体としては，建物は後退しても道路として

は十分に形成されておらず，ブロック塀，石垣等が残

存もしくは別途築造されており，ここに,都市計画決

定のみによる細街路整備の大きな問題が存在する（と

の実態については．次節で実例として取り上げる）。

街路計画線に突出している建物は計画線に少しかか

っているものが多いが‘これは』もとの既存道路に接

して建物が建っていたことによるものであるが，その

中で，新設計imi街路線については，計画線１１，のI↑I央に

建物が建っているものがいくつか目立つ。それは又，

改築，新築の建物がほとんどである。このような建物

は法的には違法建築であり，街路計画と建築指導との

調整が不十分な状況がうかがえる:）

４）実例

ここで，いままでの特徴を示すいくつかの実例につ

きれいに舗装されⅢ１，;ﾘｉ１１Ｉに1Ｊ

字ilWが役遡されている蝿

図-４

、

フェンスの１１Ｉだけ邪分的に狐１１】さオ【たjiVi蹄

蹴－５

図－６は街路(l11i線の他iiﾘと大きくズレてjhi路かルノ

成された例である。これは，火際は既存jhji汁を紗Mllし

ただけのものであり，既ｲF道の位IiTを)11(祝したiill阿線

のi没だのまずさの結JILともいえる。
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図－７と図－８は，道路形成がなされず，あるいは

中途半端な状態（路地として）で放櫨されている例で

ある。未舗装であり，道路境界も不明である。

図－９は，全く形成されなかった狭巾員（２ｍ未満）

の路地である。この場合においても，路地の両側に，

ブロック塀，生垣がある点に注意。

図-10は』舗装されている道路であるが』道路と蛾

地の境界が不明な例である。このようなケースの場合

は，いつまでも残存する（従って計画街路としては未

完成のまま）可能性が強いといえる。

（b)建物ら塀

次に街路計画線との関係から建物・塀についてみて

みよう。

図-11は，街路計画線を守って新築された処物で,

この場合は，スミ切り部分を含めて，ブロック塀も後

退している比較的良好な例である。これに対して，図

-12は。建物は計Iuji線より後退したがブロック塀が突

出している例である。このケースは最も多い。

図-13と図-14は,新設街路の計画線に対して,そ

の中央に新築された例で，明らかに，Ｒ･Ｃ途の形態を

示している（つまり,述法建築）。このような例は，

この地区内に４件見られる。

図-15は，ブロック塀が後退しているまれな例で，

図-16は．新築に際して建物，ブロック解共に後退し

た例（左）と建物は後退したがブロック塀は計画線に

突出させた例（右）とが対比される例である。この場

合，道路が未舗装でかつ，境界が不lﾘjな点に注愈。

計画線とは大きくズレて道路が形成されている
図－６

j鰯iｉ
計画街路が形成されておらず。未
舗装の路地となっている

図－８

巾６ｍの計画街路であるが,現在は２ｍにも満
たない路地で，舗装もされていない

図－９

未舗装の道路』境界も不明
図－７
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・・・力

〆グーヴー
ワＵ
ｉ【

q■、.‐

｡、

蕊鰯

道路は舗装されているが道路と敬地との境
界が不明。図－１０

傘簿

街路計Hlli線を守って新築された述
物,ブロック塀も後退している雨

脚-１１

．＄

跨
爪
篭
ご
分

雄物のみは計IIIi線より後退してい
るが,石埴が大きくはみ出している。

図－１２

街路i11.1111i線1111のlljソLに斬輔.Ｕ)こ'ノ
クリート化`ilがlil?ＴＩうれ.ｒいち，

似１－１３

爪面の家が計ljHi線llljの｢|]火にある。

ＧＸｌ－ｌ４
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左側の建物は計画線に沿って新しくブロック塀
を作ったが，反対に右側の住宅は計画線にはみ
出してブロック塀を作り，道路も未舗装である。

図－１６

計|山i通りではないが，多少ブロックが後退
している

図-１５

それでは，細部街路計画線による道路形成が,この

土地所有の状況とどのような係わりにあるのかについ

て見よう。（図省略）

計画線にもとづいて形成された道路について，その

土地を見ると，もともと，あるいは現在において公図

上の公道となっているものがほとんどであるか』ある

いは,公道とのつけ換えが可能な（公道とズレた現道

で実質的に代替している）もののケースが多い。だが，

拡巾された祁分の土地については分筆されてはいない。

これらのことは，細部街路計画による道路形成が現

道と一致した公道，すなわち，指定時において，既存

公道として実態のあった道路の拡巾を中心として実現

していることをさし，逆に，そのような実態のない土

地については,なかなか形成されにくいことを示して

いる。l1I1えて，このように部分的ではあるが形成され

た（拡巾が多い）道路空間にあっても．その拡巾され

た祁分の土地が権利上からも道路として分筆されると

ころまでいっていない。すなわち，ここに，細部街路

という都市計､i決定のみ（規制のみ）による道路整備

は，道路空間としてはある程度確保し得ても，元の狭

巾員の公道を残しつつ（あるいは少しは拡巾して）も，

拡巾部分の土地が分譲されることもないことから，ブ

ロック塀，石垣等により叙地内にとり込まれてしまう

という問題が,土地所有の状況からもうかがえるのである。

もうひとつの特徴は，先の実例でもみたように,計

画線間の中央に建物が新築された場合。その敷地は，

計画線とは無関係に別途公道に接していることである。

図-19に示すように，この例の場合における敬地は，

計llHi線通りに利用しようとすると，敵地が２分割され，

５）土地所有と細部街路

１９６０年当時の公図１／1200(図-17）と1982年］51【Ｅ

の公図（図－１８）を比較しながら，二UM1所有の状況

と細部街路との関係を見てみる。

（a)1960年の状況

細邪街路が指定された1960年当時の地区内の土地

状況を見ると街路計ilIi線の位iIHと既存道路（当時の）

あるいは土地所有界（蛾界）とかかなりズレているこ

とがわかる。

すなわち。ｉ)'1'１１i線の指定位憧は．部分的には公道と

合わせているが，棚Ⅲl幹線的街路filiiHi線の土地が公道

ではなく，しかも分箙もされていない（私道でもない

全くの私jfl･宅地川また，噸iJIi方l【ﾘに多い公道はi{１m１１

級の位iiTとかなりズレていたり，別途現道もない（公

図｣二では道路としても])8週がない〕状態で存泊Ｌてい

るなど矛盾が多い。ここには，地区内の土地状況その

ものの問題とそれを配鰹していない街路：|･U1Ii線の指定

のまずさのIMI題の２つがある。

（ｂ)1982年の状況

1960年より1982年の２２年間にかけて，地区内の

土地状況は,土地所有の単位がかなり細分化したもの

の，その骨格となみ公道の位澱はほとんど変っていな

い。むしろ，k逃した1960年当時の矛盾をその談ま

り|き継いだ形で，より複雑化した状態となっている。

特に，道路については，①公jiii｢だが現道のないもの.

②公道だが現道とズレているもの，③現道はあるが公

図に妃戦されていないもの（宅地），Ｑ)現道はあるが

分識のみのもの（私道）！などである。

ＩＣ)道路形l戊と-lKjHl所有とのlRI係
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図－１７地籍図（１９６０年）

図－１８地籍図（１９Ｒ
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かつ小さく，また三角地のような建築不能地を生じて

しまう。他方，この敷地は，既でに公道（狭巾員だが

現道でもある）に接していることから，従前のままの

敷地で建築してしまったと考えられる。法的にはあく

までも違法建築であるが，建築指導においても，この

ようなケースの指導は判断に薪しむところであろう。

ここには‘地区の土地状況を無視した細部街路の指定

問題，及び，それを是正出来なかった計画変更システ

ムの欠除，建築指導の不備が指摘されよう。

きる。その意味においては，細部街路方式は我が国で

の伝統的な細街路整備手法を受け継ぐものといえる。

また,当初にも述べたごとく，1980年５月に創設

された地区計mli制度における地区施設及びその計画規

制手法の概念は，法的規制による地区施設（細街路等）

の計画誘導であり，建築線制度，細部街路方式を受け

継ぐ制度手法なのである。

第２の点は，細部街路の指定方法にあり，既存道路

を拡巾する拡巾指定が中心となっていること，それは

又，巾凰６ｍの中巾員が中心であることである。一般

に細街路を面的に整備しようとする場合，既存道路を

利用する場合が多いが，細部街路においても，基本は

既存道路を利用した拡巾指定が中心となっている。し

かしながら．その巾圖が６ｍを中心としている点にお

いては，水準が高い。つまり。建築基準法で道路要件

とされる最低基準巾員４ｍを上回る６ｍを大巾に採用

していることは，よりその実現が難しいことになる。

この点に関しては，先にも述べたが,都市計画街路と

しての最低道路巾員は６ｍとされた建設省道路構造基

準（当時は案）に鱗拠したことによる。

細街路整備手法としては．建築埜準法においても道

路位極指定制度，二項道路制度があるが，これらの手

法を用いず，都市計画法による都市計画決定の手法を

採用したところに．この道路計画水準の設定がある。

第３の点は‘細部街路の指定が行政による一方的な

決定であったことである。一般的な都市計画決定の際

には，公聴会等の手続きを経て決定されるが』細部街

路の都市計面決定に際しては，地区住民に対して何ら

説明がなされず，ましてや計画策定に住民の意見が反

映されることはなかった。当時の那覇市における都市

計画決定の方法がこのようであったことから，都市計

画の決定としてはやむを得なかった面もあるが,ここ

における特徴は細部街路計画が，地区からの発想では

なく，行政による基幹的都市計画の－部としての観点

から計画されていることにある。

筆界

(６ｍ）

閃－１９ＪｆＩＩｂｉＩｉＩ内の蛇築例

3．「細部街路」方式の問題点

ヒヒで，首哩大中町を例として見た「細部街路」方

式の問題点について考えてみる。

３－１細部街路の特徴の整理

まず，細部街路方式のもつ特徴点を終理してみよう。

特徴の第１点は，細部街路が都市計画決定であること

である。この種の細街路誘導，整備手法が，任意の計

画，開発指導としての指導要綱によって行われている

のが一般である（大阪茨木市，横浜大豆戸町，茨木県

勝田市等）のと較べると，都市計画決定という法的手

段によって細街路鵜備を誘導しようとしている点は独

勵のものといえる。しかも祁市計画事業にはもち込ま

れず，計iHii決定のみの，いわゆる「ゆるい規制」によ

って細街路形成を誘導するという』従来はその実施及

びその効果が凝問視されていた手法でもある。しかし

ながら，法的規制手法によって細街路形成の計llhi誘導

を面的に行うという手法は，戦前の市街地逮築物法に

よる建築線制度にも趣じろ手法であ愚ということもで

３－２現象の特徴

次に．この細部街路方式による細街路形成等の現象

の特徴について整理すると，第１は，計画通り道路が

形成されることは少く，部分的な形成にとどまってい

ることである。これは，新設指定の場合は，計画巾員

より狭く形成されるか，系統的でなく寸断されて形成
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題ではないが，結果的に計画の実翼を担保する人が，

その後の計画と建築指導の両行政に求められ，また』

その体制なくしては，このような詳細な計画規制は成

立し得ない。この意味において，大中町で見られた迩

怯建築の存在は細部街路方式を支える熱本体制の欠除

を露呈させたものである。

されていること，拡巾指定の場合は，わずかしか広が

っていないことをさすが，その背景には土地の状況を

無視した計画策定の問題がある。

第２は．建物は後退しても道路としては出来ていな

いことである。それは，街路計画線に沿って建物は後

退して建つか‘ブロック塀や石垣が,別途計緬線内に

突出して設けられることから，結果としては，道路が

形成されていないことになる。この現象は．郷市計画

決定のみによる細部街路方式のもつ問題を最も良く示

している。

第３点は，述法建築が許容されていることである。

数件ではあるが‘街路計砥線内にＲ・Ｃ造の新築建物

が建っており．その建築蛾地は，街路計mii線によって

趣築不能となる土地が生じること，また別途に接する

既存道路があることから，このような現象が生じたと

考えられるが,その背景には‘計画策定の面と，建築

指導体制の面にまたがった問題がある。

4．類似手法による地区計画制度運用上の課題

それでは，今後，このような細部街路方式に類似す

る計画手法によって細街路整備の誘導を図ろには。ど

のような点が課題となるか，大中町地区における地区

計画制度連用に向けて検討してみる。

まず，手掛りのひとつとしては．詳細図を活かすこ

とである。詳細芯計画規制である地区計画運用には．

詳細な計画図の策定は不可欠であることはいうまでも

ない。大中町における細部街路計画及び現況図が１／

500という詳細性を有していることは，同地区におけ

る地区計画制度適用の十分なベースがあるということ

ができる。ただし，そのままでは今まで見たような問

題の解決にはならないことから。次のような改善，活用

の工夫が必要である。

①現況と土地の状況との終合性を持った計醐の策定

（計画の修正）をする。これについては，現況と公

図とを一致させる計画ベースの整備が前提となるが，

地区計画と併せて「土地の境界整理」を行う方法も検

討する必要がある。また．計画に際して配慮すべき土

地の状況としては．既存道路との接続方法，筆界線に

またがった計画線の指定，及び土地所有単位に対応し

た宅地割（建築敷地造成）の想定が，戦前の建築線制

度述用の教訓からも重要な点である。

②計画図を用いたＰＲ。地区からの発想を必要と

する地区計画制度運用には，具体的な慶での理解，協

力が不可欠である。詳細計画図（あるいは案）は，常

に地区住民の参画を促すような方法で提示する必要が

ある。当該地区には，タタキ台としての詳細計画図が

存在することから，これを十分ＰＲし，その上で修正

（場合によっては実施）していくことが考えられる。

.③現地での表示を明確化する。上記にも関連する

が，策定された計画図は，現地において具体的に明示

することが，その後の計画実現への担保としては最も

重要な出発点となる。この場合の表示とは，計画図の

入ったカンパンの設臘,計画線の鱈定位樋を示す杭

３－３問魎の所在

とこで，いままで出てきた問題点を整理し,その問

題の所在について考えてみよう。

第１の問題点は，細部街路計画の策定及びその決定

方法の問題，いわば「指定のまずさ」がある.それは。

①地区において既存道路そのものが公図とズレている

という，計画のベースの問題，②地区における公道,

錘界等の土地の状況と街路計画線との整合性がとれて

いない。これは，計画性（実現へ向けた）の欠除とも

いえる。③細部街路計画図が公示されず，結果的には

住民への衆知がなされていないという,ＰＲの問題か

ら発生している。

第２の問題点は．終ＩＭＩ保障のない都市計画決定の問

題である。それは，①Ｒ・Ｃ造等の特殊難築の制限の

みで，既得梅，卿改築，工作物の築造等が許容される

という，規制効果の問題。②旧道部分の舗装はされた

が．道路敷地の境界確定,側溌，縁石の敷設等の道路

としての確定及び整備がなされない，という道路整繍

の問題である。③さらに，都市計画決定に際してｌ／

５００という酵細図が作成されたにも拘らず,結果的に

は．計画面，建築指導面，いずれにおいても活かされ

なかったことである｡

第３の問題は，計画行政と建築指導行政との調整機

能の不備である。これは，細部街路方式そのものの問
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（中心杭と後退線上の境界杭の２穂を土地，建物の状

況により選沢），縁石等を設置することである。

④公図上の土地の分筆。計胸iの担保にとって問題

となるのは，当事者の認識と共に，それの節三者への

継承である。地区内の土地が他の手へ渡った場合に，

iililljiの継承を担保するのに股も有効な刀法は，計画i部

分の土地ぞ分蕊しておくことである。無論，分筆に要

する費用負拠を軽減する措櫛を識じておくことはいう

までもない。

⑤計画，指導体制の終備。詳細な計画図の存在は，

その後の計ｌｌｈｉ実現へ向けた指騨，驍察を可能とする。

もちろん上述してきた計Ul1iのＰＲ，表示等がなされれ

ば，特別な指導，監察は不要となるかもしれない。だ

がここで，重要なことは，計画の策定とからめて，計

Mjiの実現を促進する計画と建築指導との連絡，調整体

制を轆備することである。

次に，重要な課題となるのは，都市計画決定の意味

を明確にすることである。本来の都市計1mi決定の場合

は，用地買収を含めた甑業と切り離せない。それを切

り離し規制のみで計mjiを進めるのに祁市計mli施設とし

ての決定は何の役割を果すのか，再検討する必要があ

ろう。むしろ，ここでは，求められている細部街路が

榔市というよりは地区計画制度における地区施設その

ものをさしていることから，「地区施設」へと切り換

えを行うことが計繭の策定及びその実施を地区的なも

のへと適合させ，計凹と縦臓対象との矛盾を解消する

ことになる。

しかしながら，単に細郷街路を地区施設に慨倉換え

ただけでは計画の実現性は担保されるかというと，不

十分であり，地区計画制度における，開発許可の適合，

道路位瞳指定の特例，予定道路等の制度手法を運用す

ろは無論のこと』加えて，地区レベルでの整備に適合

した，促進，誘導，保全のための．助成，事業手法を

工夫，開発して併用することが必要である。それは特

に，①計D1Ii策定（あるいは修正）のためのプランナー

派過あるいは助成，②小範朋で土地の交換分合を可能

とする境界終理fliﾘ度（事業），③分飛．登記の助成．

④引地表示のためのカソパン，杭の支給，代行，⑤先

行的道路終備のための借地方式による道路整備事業，

⑥一定巾員以上の道路負担に対する補償等といった，

ややソフトな制度，鄭業手法が求められる。

おわりに

本研究を進めるに当っては，那覇市都市計画部長嘉

手納是敏氏を始め，都市計画課より資料提供等の協力

をいただいている。謝意を表したい。

注

１）資料は那鵜市都市計imi課による。また関連して，

溌手納是敏氏よりのヒアリングの結果も加えている。

２）戦後の混乱期にあって，土地の不法使用，ある

いは政府の指示による強制的割り当て使用（一般に割

り当て土地と呼んでいる）が行われ，本来の地主及び

土地所有界が不明なまま，別途に第３者による土地使

用が既成事実化するという，土地所有者と土地利用者

との不一致が１日既成市街地では一般であった。

３）戦後,当初は，沖縄での法制については，ニミ

ッツ布告によって日本の旧法（戦前適用されていた日

本法）が適用されていたが，行政制度が本土と異った

ために都市計画法並びに関係法規の適用ができないこ

とから，那覇市では‘１９５０年８月に都市計画条例，

市街地建築物条例を制定して事業の推進を図っていた

（「那覇市の都市計画」１９８０より）。

４）計画街路の幅員６ｍが多いことについては，当

時，建設省で道路櫛造令（案）が検討されており,そ

こにおける基準が６ｍ以上となっていることから，こ

れを積極的に採用したとされている。

５）都市計画街路計画線内でも許容される建築物と

して，ブロック造が含まれることから．結果的に計画

線へ突出する建物はこれによるものが多いが，中には

ＲＣＣ造も目立つ｡．
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